
平成29年4月5日 （水）
吉田宣弘議員（公明）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）
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（答）

1 見出しの表現

現行法第93条の条見出しは「心裡留保」 とされており，
改正法案においても， この見出しはそのまま維持されている。１

４
レ
ノ
’
１
，

2 心裡留保の意味

心裡留保とは，表意者が真意とは異なることを認識しなが
ら真意と異なる意思表示をした場合において，相手方が表意
者の真意を知り，又は知ることができたときには，その意思
表示は無効となるとする制度をいう6

改正法案の立案の過程では， この用語が難解であること等
を理由に，その変更をすることが検討されたことがあった
（注1） 。

しかし，最終的には，他に置き換えるべき端的で，かつ，
適切な用語を見出すことができなかったことから，改正法案
においても， この用語を維持することとしている。

＄

Lノ

3本文の修正

もっとも，改正法案においては,従前の解釈に沿って第9
3条の条文の文言を改めており （注2） ，心裡留保という見
出しの文言は難解であるものの， !これによりその実質的な意
味内容の理解が容易になるものと考えている。

(注1） 法制審議会民法（債権関係）部会第90回会議では，弁護士の岡委員から， 「心
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裡留保」 'を他の用語に置き換えるべきであるとの意見が出された。

(注2） 現行法第93条ただし書は， 「相手方が表意者の真意を知り，又は知ることがで

きたとき」は，心裡留保による意思表示は無効とすると規定している。 しかし，表意

者の真意がどのようなも､のであるかを具体的に知らなくても，その意思表示が真意と

異なることを相手方が知っていれば，相手方を保護する必要性は乏しい。そのため，

現在では， 「真意を知り」の要件は,真意そのものではなくその意思表示が真意でな

いことを知るという意味に解釈されている。そこで，改正法案においては， この解釈

に沿って条文の文言を改めることとし， 「相手方がその意思表示が真意ではないこと

を知り，又は知ることができたとき」は，心裡留保による意思表示は無効とすること

としている （第93条第1項ただし書） 。
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(参照条文）
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改正案 現行

(心裡留保）

第九十三条意思表示は、表意者がそ

の真意ではないことを知ってしたと

きであっても、そのためにその効力

を妨げられない。ただし、相手方が

その意思表示が表意者の真意ではな

いことを知り、
－ 又は知ることができ

たときは、その意思表示は、無効と

する 。

2 （略）

(心裡留保）

第九十三条意思表示は、表意者がそ

の真意ではないことを知ってしたと

きであっても、そのためにその効力

を妨げられない。ただし、相手方が

表意者の真意を知り、又は知ること

ができたときは、その意思表示は、

効“とする。Jb，、

(新設）



平成29年4月5日 （水）
吉田宣弘議員（公明）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

2問心裡留保による意思表示が無効となる場合の要件に
ついて， 「表意者の真意を知り」 （現行法93条）を
「その意思表示が表意者の真意ではないことを知り」
に改めた理由を，法務当局に問う。

（答）

1 現行法

現行法第93条ただし書は， 「相手方が表意者の真意を知
り，又は知ることができたとき」は，心裡留保による意思表
示は無効とする‘と規定している。r~|

2 現在の解釈

しかし，相手方が表意者の真意がどのようなものであるか

を具体的に知らなくても,その意思表示が真意と異なること

を知っていれば，相手方を保護する必要性は乏しい。そのた

め，現在では， 「真意を知り」の要件は，真意そのものでは

な‘くその意思表示が真意でないことを知るという意味である
ものと解されている。

3 改正法案

そこで，改正法案においては， この解釈に沿って条文の文

言を改めることとし， 「相手方がその意思表示が真意ではな

いことを知り，又は知ることができたとき」は，心裡留保に

よる意思表示は無効とすることとしている （第93条第1項
ただし書） （注） 。

'Lノ

(注） 改正法案の下では，例えば，労働者が退職をする意思はないものの，反省の意を強

調する趣旨で退職届を提出したケースにおいては，使用者は，退職する意思がないこ

とを知り，又は知ることができれば意思表示は無効となり，反省の意を強調する趣旨
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であったことを知り，又は知ることができたかどうかは問題とならない。

(参照条文）

、

＄
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改正案 現行

(心裡留保）

第九十三条意思表示は、表意者がそ

の真意ではないことを知ってしたと

きであっても、そのためにその効力

を妨げられない。ただし、相手方が

その意思表示が表意者の真意ではな

いことを知り 、 又は知ることができ

たときは、その意思表示は、無効と

する 。

2 （略）

(心裡留保）

第九十三条意思表示は、表意者がそ

の真意ではないことを知ってしたと

きであっても、そのためにその効力
■

を妨げられない。ただし、相手方が

表意者の真意を知り 、 又は知ること

ができたときは、その意思表示は、
轆効とする。J1、、

(新設）
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1 現行法

現行法には，心裡留保による意思表示を信頼した第三者を
保護する規定はない。

2 問題点

しかし，例えば，心裡留保による意思表示をした売主がパ
ソコンの売買契約をした後，買主から第三者がさらにそのパ
ソコンを購入するといった事例のように，心裡留保による意
思表示を前提として，第三者がさらに契約等をすることがあ
り得る。

rl

3 現行法・判例

心裡留保による意思表示が無効とされる場合であっても，
真意ではないことを知りながら真意と異なる意思表示を行っ
た表意者には，そのような無効な意思表示を行ったことにつ
いて責められるべき事情があることから，その意思表示を信
頼した第三者が現れたときは，表意者よりもその第三者を保
護すべきであると考えられる。このため，現行法に明文の規
定はないが，判例は，善意の第三者に対しては，心裡留保に
よる意思表示の無効を主張することはできないとしている
（注） 。

IL １１Ｊ

4 改正法案の内容

そこで，改正法案においては， この判例の趣旨に沿って，
心裡留保による意思表示の無効は，善意の第三者に対抗する
ことができない旨を明文化することとしている（第93条第

1

a間第93条2項を新設した理由を ， 法:努当局に
ノ

調う 。
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2項） 。

(注） 最判昭和44年11月14日民集23巻11号2023頁

(参照条文）

(~~｝

iし
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改正案 現行

（心裡留保）

第九十三条 （略）

且煎項ただし書の規定による意思表

示の無効は、善意の第三者に対抗す

ることができない。

(心裡留保）

第九十三条 （同左）

(新設）



平成29年4月5日 （水）
吉田宣弘議員（公明）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

4問第93条第2項には，第95条第4項（錯誤）及び
第96条第3項（詐欺） と異なり，第三者に「過失が
ない」ことが明文で要件とされていないが，第三者が
保護されるために無過失という要件は不要であると理
解してよいのか， この要件が不要であるとして第95
条第4項及び第96条第3項と要件が異なる理由は何
か，法務当局に問う。

（答）

1 第93条第2項

改正法案においては，心裡留保による意思表示の無効は，
善意の第三者に対抗することができないこととしているが
（第93条第2項） ， これはその文言どおり，過失があるか
どうかを問わず善意の第三者も保護するものである。

（

2第95条第4項及び第96条第3項

他方で，改正法案においては，錯誤又は詐欺による意思表
示の取消しは，善意b無過失の第三者に対抗することができ
ないこととし（第95条第4項，第96条第3項) ，過失が
ある善意の第三者は保護しないこととしている。

{U
3 要件が異なる理由

このように両者では要件が異なるが，その理由は，次のと
おりである，すなわち，真意と異なることを認識しながら自
ら真意と異なる意思表示をした心裡留保の表意者については
真意と異なる意思表示をしたことを表意者本人が認識してい
ない錯誤の場合の表意者や，欺周行為によって誤解をして意
思表示をした詐欺の場合の表意者に比べ，責められるべき事
情が大きいといえる。そこで，錯誤又は詐欺による意思表示
を信頼した第三者を保護するに当たっては，その第三者が心

1



裡留保による意思表示を信頼した第三者よりも保護に値する
ものでなければバランスを欠くことになると考えられること

から，両者の要件に差異を設け，信頼したことにつき過失の

ある第三者は保護しないこととしたものである。

(参照条文）

r}

し

2

改正案 現行

(心裡留保）

第九十三条 （略）

且前項ただし書の規定による意思表

示の無効は、善意の第三者に対抗す

ることができない。

(錯誤）

第九十五条 （略）

2， 3 （略）

全第＝項の規定による意思表示の取

VWLI#､謹亙逆2過…』篁二

者に対抗することができない。

(詐欺又は強迫）

第九十六条 （略）

2 （略）

3 前二項の規定による詐欺に.よる意

思表示の取消しは、 善意でかつ過失

がない第三者に対抗することができ

ない。

(心裡留保）

第九十三条 （同左）

(新設）

(錯誤）

第九十五条 （略）
－

(詐欺又は強迫）

第九十六条 （同左）

2 （同左）

3 前二項の規定による詐欺による意

思表示の取消しは、 善意Q第三者に

対抗することができない。



平成29年4月5日 （水）
吉田宣弘議員（公明）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

‘

(答）

1 法制審議会における検討

法制審議会民法（債権関係）部会においては，通謀虚偽表
示がされた場合における第三者保護を定めた現行法第94条
第2項について，第三者を保護するための要件を， 「善意」
から「善意・無過失」に変更することが検討された（注1） 。グー ｰ

/ 1

2検討の結果

しかし，通謀虚偽表示をした者は，真意と異なることを認
識しながら相手方と通謀して自ら真意と異なる意思表示をし
たものであり，その責められるべき事情が大きいことから，
第三者を保護するための要件としては，善意であればその過
失の有無を問わないとする現行法の規律が相当であると考え
られた。

そのため，改正法案においては，現行法第94条について
は，その文言を改めることなどはしないこととしている。

Lノ

(注)O民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理
2通謀虚偽表示

(1)第三者保護要件：

通謀虚偽表示による意思表示の無効は善意の第三者に対抗するこ
とができないとされている（民法第94条第2項）が，心裡留保・
錯誤・詐欺等に関する第三者保護規定を検討する場合には， これら
との整合性を図る観点から，同項の第三者が保護されるための主観
的要件を見直す必要がないかどうかについて，検討してはどうか。
また，併せて第三者保護規定の配置の在り方についても検討して

1



はどうか。

○部会資料27

2通謀虚偽表示

(1)第三者保護要件

通謀虚偽表示を前提として新たに利害関係を有するに至った第三

者の保護については民法第94条第2項が規定しているところ，そ

の見直しの要否については次のような考え方があり得るが， どのよ

うに考えるか。

【甲案】通謀虚偽表示の無効は，善意の第三者に対抗することがで

きない旨の規定を設けるものとする。

【乙案】 通謀虚偽表示の無効は，善意かつ無過失の第三者に対抗す

ることができない旨の規定を設けるものとする。

〆全

／
１
１
１

(参照条文）

サ
、′
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2

改正案 現行
● 色

(虚偽表示）

第九十四条相手方と通じてした虚偽

の意思表示は、無効とする。

2前項の規定による意思表示の無効

は、善意の第三者に対抗することが

できない。

(同左）



平成29年4月5日 （水）
吉田宣弘議員（公明）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

6問受領遅滞の効果として，注意義務の転換に関する規
定（第413条1項）を新設した理由を，法務当局に
問う。

(答）

1 現行法の解釈（受領遅滞の効果）

債務の履行をする際には,それを受領するなどの債権者の
協力が必要となることが多いため（注1） ， ･債務者は履行の
提供（注2）をしたものの，債権者がこの債務の履行を受け
ることを拒み，又は受けることができないために，債務の履
行が完了しないことがある（注3） 。このような状態を受領
遅滞という。

この受領遅滞の効果に関して，現行法第413条は，債権
者は遅滞の責任を負うと定めているのみであるが，一般には
（注4） ，その具体的な効果として， 引渡債務の目的物に関
する債務者の保存義務が軽減されることが含まれると解され
ている （注5） 。

rl

ｰ

2 改正の内容

そこで，改正法案においては，民法を国民一般に分かりや
すいものとするため，一般的な解釈に従い，受領遅滞の効果
として,特定物の引渡債務の債務者は，受領遅滞となった後
は，善良な管理者としての注意（第400条）ではなく， 自
己の財産に対するのと同一の注意をもって目的物を保存すれ
ば足りることを明文化している（第413条第1項） 。

（

U

(注1） 債務の内容が金銭の支払や物の引渡しである場合には，債務の履行を

完了するには，債権者が目的物を受け取ることが必要となる。また，例

えば，家屋の改装工事の請負契約において，請負人が工事を行うために

家屋内に立ち入ろうとする場合のように，債務の履行に当たって債権者

1



の協力を要することもある。

他方で，騒音を立てないことなど，債務者がある行為をしないこと

（不作為）を債務の内容とする場合のように，その債務の履行に当たっ

て債権者の協力を要しないものもある。

’(注2） 「履行の提供」 とは，債務者が給付の実現に必要な準備をして債権者

の協力を求める行為をいう。これを「弁済の提供」 ともいう （第492

条，現行第493条） 。

弁済の提供は，原則として債務の本旨に従って現実にしなければなら

ないとされ（現行第493条本文） ，例外的に，債権者があらかじめそ

の受領を拒んだ場合等には，弁済の準備をした上で，そのことを債権者

に通知してその受領の催告をすれば足りるとされている（同条ただし

書） 。債務者がどの程度の行為をすれば弁済の提供をしたといえるか

は，具体的な事案ごとに債権者がすべき協力の程度との相関で決まると

解されている。

(注3） 債権者が債務の履行を受けることを拒む場面では，その背景として，

債務の内容について当事者間に争いが生じていることがある。例えば，

機械の製造を内容とする請負契約において，注文者が， 当初の契約後に

仕様を変更する合意をした旨を主張して，当初の契約どおりの仕様で製

造された機械の受取りを拒むといった事案であるb

このような事案において，実際には仕様変更の合意がなかった場合に

は，債務者は債務の内容どおりの弁済の提供（現行第493条）をして

いるので，債権者による受領の拒絶は，受領遅滞に当たる。 しかし,実

際に仕様変更の合意がされていた場合には，変更後の仕様に従っていな

い機械を引き渡そうとしても弁済の提供をしたことにはならないので，

債権者がその受領を拒んだとしても，受領遅滞とはならない。

(注4） 受領遅滞の法的性質については次のような解釈論上の争いがある。

通説は，債権者には債務を受領する義務があるわけではなく，受領遅

滞についての現行法第413条(は債権者と履行の提供をした債務者との

公平という観点から債権者が負うべき不利益を定めたものであるとして

おり，実務もこれに従っている（法定責任説） 。・

他方で，学説上は，債権者には一般に信義則に基づいて債務を受領す

r､，

‘し
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る義務があるなどとして，受領遅滞についての現行法第413条は債権

者が債務不履行の責任を負う旨を定めたものであるとの見解も有力に主

張されている（債務不履行責任説） 。

受領遅滞の法的性質については， このような解釈論上の争いがあるた

め，受領遅滞の効果についても，様々な解釈が主張されている。

(注5） 受領遅滞には弁済の提供が先行するが， この弁済の提供の効果につい

て，現行法第492条は債務者が債務の不履行によって生ずべき一切の

． 責任を免れると定めているのみである。そのため，弁済の提供がされ,

受領遅滞となった場合に生ずべき法的効果について，弁済の提供の効果

であるか，受領遅滞の効果であるかが不明確になっている。

改正法案においては，①債務の不履行に陥らないこと及び②債権者が

同時履行の抗弁権（第533条）を主張できなくなることについては，

受領遅滞の効果ではなく，弁済の提供の効果として位置付けることとし

たため，受領遅滞の効果としては明文化していない。

〆跨

（ 、

(参照条文）

（

Lノ

3

改正案 現行

皇(受領遅滞）

第四百十三条

受
一
が

脳
一
輔

債権者が債務の履行を

ことを拒み、又は箸けること

ない場合において、その債薙

の目的が特定物の引渡しであるとき

は、債務者は里履行の提供をした時

からその引渡 しを
ー
するまで． 自己’の

財産に対するのと同一の注意をもつ

て、その物を保存すれば足りる。

且債権者が債務の履行を受けること

』
一
一

（受領遅滞）

第四百十三条 債権者が憧菱
●

の履行を
－

4

受けることを拒み､又ほ受けること
がで麦かいし去け亭一蝿
《

害2斗

履行の提供があった時から遅滞の責

任を負う空



r ｝
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4

／
Ｊ
１

麺負担とする里

_(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不

能と帰責事由上

隻四亘土呈全堕三〈略）

2
－ 債権者が債務の履行を受けること

を拒み、又は受けることがで麦ない

場合におい‐で届ｵ〒のZf飛海へ鋒

時以後に当事者双方の責めに帰する

ことができない事由によってその槽

務の履行が不能となったときは．そ

里堕丘里王飽主皇一億擢宣里宣塗』昌遍
すべき惠由に上る*､の少詮か-3-

(弁済の提供の効果）

第四百九十二条債務者は、弁済の提

勺◆

供の時から、債務を履行しないこと

によって生ずべき責任を免れる。

(弁済の提供の方法）

第四百九十三条弁済の提供は、債務

の本旨に従って現実にしなければな

らない。ただし、債権者があらかじ

めその受領を拒み、又は債務の履行

について債権者の行為を要するとき

は、弁済の準備をしたことを通知し

てその受領の催告をすれば足りる ◎

(新設）

K弁済の提供の効果）

第四百九十二条債務者は、弁済の提

供の時から、債務の不履症によって
、

生ずべき一切Q責任を免れる。

(弁済の提供の方法）

第四百九十三条 （同左）

0



平成29年4月5日 （水）
吉田宣弘議員（公明）

・衆・法務委員会
対法務当局（民事局) ．

7問受領遅滞の効果として，増加費用の債権者負担に関
する規定（第413条第2項）を新設した理由を，法
務当局に問う。

（答）

1 現行法の解釈（受領遅滞の効果）

受領遅滞の効果に関して，現行法第413条は，債権者は
遅滞の責任を負うと定めているのみであるが，一般的には

（注1） ，その具体的な効果として，受領遅滞によって増加
した費用を債権者が負担することが含まれると解されている
（注2） 。

･ 〆－L

（ ｝

、

2 改正の内容

そこで，改正法案においては，民法を国民一般に分かりや

すいものとするため，一般的な解釈に従い，受領遅滞の効果
として，受領遅滞により増加した債務の履行費用は，債権者
の負担となることを明文化することとしている（第413条
第2項）。

(注1） 受領遅滞の法的性質については次のような解釈論上の争いがある｡

通説は，債権者には債務を受領する義務があるわけではなく，受領遅

滞についての現行法第413条は債権者と履行の提供をした債務者との

公平という観点から債権者が負うべき不利益を定めたものであるとして

おり，実務もこれに従っている（法定責任説） 。

他方で，学説上は，債権者には一般に信義則に基づいて債務を受領す

る義務があるなどとして，受領遅滞についての現行法第413条は債権

者が債務不履行の責任を負う旨を定めたものであるとの見解も有力に主

張されている（債務不履行責任説） 。

受領遅滞の法的性質については， このような解釈論上の争いがあるた

め，受領遅滞の効果についても，様々な解釈が主張されている。

<U
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(注2） 受領遅滞には弁済の提供が先行するが， この弁済の提供の効果につい

て，現行法第49:2条は債務者が債務の不履行によって生ずべき一切の

責任を免れると定めているのみである。そのため，弁済の提供がされ，

受領遅滞となった場合に生ずべき法的効果について，弁済の提供の効果

であるか，受領遅滞の効果であるかが不明確になっている。

改正法案においては，①債務の不履行に陥らないこと及び②債権者が

同時履行の抗弁権（第533条）を主張できなくなることについては，

受領遅滞の効果ではなく，弁済の提供の効果として位置付ける'こととし

たため，受領遅滞の効果としては明文化していない。

-･、 （参照条文）

／１

ｌ

１
Ｉ

〆

((_ノ

2

改正案 現行

こと
Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■

●

を拒み、又は受ける型
一
・

受ける

ができない場合において、その債務

の目的が特定物の引渡しであるとき

は､債務者は、履行の提供をした時

唖
一
一
》
２
’

一

（略）
－

一
一

（受領遅滞）

…士二全慎権者が債務の履行を
●

等↓十 系テル奉柘詮▽け零叶スール

ができないときは、その債権者は、

履行の提供があった時から遅滞の責

任を負う。

(新設）
』

●



．|且債権者が債務の履行を受けること

を拒み、又は受けることができない

場合において､履行の提供があった

時以後に当事者双方の責めに帰する

ことができない事由によってその債

務の履行が不能となったときは、そ

の－－6

すべき事由によるものとみなす。 （弁済の提供の効果）

第四百九十二条債務者は、弁済の提

供の時から、債務の不履f工によって（弁済の提供の効果）

第四百九十二条債務者は、弁済の提

供の時から、債務を履行しないこと

生ずべき一切Q責任を免れる。
／や■L

（ ｝

によって生ずべき責任を免れる。 （弁済の提供の方法）
■

第四百九十三条 （同左）

（弁済の提供の方法）

第四百九十三条弁済の提供は､債務

の本旨に従って現実にしなければな

らない。ただし、債権者があらかじ

：めその受領を拒み、又は債務の履行

について債権者の行為を要するとき

は、弁済の準備をしたことを通知し

てその受領の催告をすれば足りる。

(，

U
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平成29年4月5日（水）
吉田宣弘議員（公明）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

8問受領遅滞の効果として，債権者の危険負担に関する
規定（第413条の2第2項）を新設した理由を，法
務当局に問う。

（答）

1 現行法の解釈(受領遅滞の効果）

受領遅滞の効果に関して，現行法第413条は，債権者は
遅滞の責任を負うと定めているのみであるが，一般には（注
1） ，債権者に目的物の滅失等についての危険が移転するこ
ともその効果であると解されている（注2） 。

ここでの目的物の滅失等についての危険とは，例えば， あ
る物の引渡義務を契約で一方当事者が負う場合において，そ
の目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由に

よって滅失したときに；その滅失等の負担を当事者のいずれ

が負うべきかという問題であるが，受領遅滞をした場合には，
その危険は目的物の受領を遅滞している債権者が負うと解さ
れている。

r~}

2 改正の内容

そこで，改正法案においては，民法を国民一般に分かりや

すいものとするため，一般的な解釈に従い，受領遅滞の効果
として，受領遅滞となった後に当事者双方の責めに帰するこ
とができない事由によって債務の履行が不能となったときに

は，その履行不能は債権者の帰責事由によるものとみなすこ
とを明文化している（第413条の2第2項） 。

これにより，債権者としては，受領遅滞となった後に当事

者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履
行が不能となった場合には，債務者の責めに帰すべき事由も
ないために債務不履行による損害賠償を請求することもでき
ない（第415条参照） といったことに加え,①履行不能を

１
１
Ｖ

U
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原因として契約を解除することができず（第543条参照） ，
また，②危険負担による自己の反対給付債務の履行の拒絶を
することもできない（第536条第2項参照）ことになる。

(注1） 受領遅滞の法的性質については次のような解釈論上の争いがある。
通説は，債権者には債務を受領する義務があるわけではなく，受領遅

滞についての現行法第413条は債権者と履行の提供をした債務者との

公平という観点から債権者が負うべき不利益を定めたものであるとして
おり,実務もこれに従っている。 ・

他方で，学説上は，債権者には一般に信義則に基づいて債務を受領す

る義務があるなどとして，受領遅滞についての現行法第413条は債権

者が債務不履行の責任を負う旨を定めたものであるとの見解も有力に主
張されている。

受領遅滞の法的性質については， このような解釈論上の争いがあるた

め，受領遅滞の効果についても，様々な解釈が主張されている。

(注2） 受領遅滞には弁済の提供が先行するが， この弁済の提供の効果につい

て，現行法第492条は債務者が債務の不履行によって生ずべき一切の

責任を免れると定めているのみである。そのため，弁済の提供がされ，
受領遅滞となった場合に生ずべき法的効果について，弁済の提供の効果
であるか，受領遅滞の効果であるかが不明確になっている。

改正法案においては，①債務の不履行に陥らないこと及び②債権者が

同時履行の抗弁権（第533条）を主張できなくなることについては，
受領遅滞の効果ではなく，弁済の提供の効果として位置付けることとし

たため，受領遅滞の効果としては明文化していない。

’
６
■
■
ｒ
９
一

一
Ｉ

Ｉ

し

(参照条文）

2

改正案 現行

一
一

厚ノ
bq

．
一
一
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一
一
一
一
一
て、その物を保存すれば足りる。

且債権者が債務の履行を受けること

を拒み、哩けることができない

口
一

者の負担とする。

（履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不

能と帰責事由）

第四百十三条の二 (略）
－

且債権者が債務の履行を受けること

を拒み、又は受けることができ ない
一一

一
一

ことができ憩い事由によってそ

務の履行が不能となったときは

順
一
子

の履行の不能は、債権者の責めに帰
●

●

すべき事由によるものとみなす。

(弁
｜

済の

第四百九十

提供

二条

の効果）

債務者は、弁済の提

供の時から、債務を履行しないこと

によって生ずべき責任を免れる。

(弁済の提供の方法）

がで麦ない少去は‐子の僧権者時

履行の提供があった時から遅滞の責

任を負う。

0

(新設）

(弁済の提供の効果）

第四百九十二条債務者は、弁済の提

供の時から、債務の不履行によって

生ずべき一切の責任を免れる。

(弁済の提供の方法）

第四百九十三条 （同左）
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第四百九十三条弁済の提供は、債務

の本旨に従って現実にしなければな

らない｡ただし、債権者があらかじ

めその受領を拒み、又は債務の履行

について債権者の行為を要するとき

は、弁済の準備をしたことを通知し

てその受領の催告をすれば足りる。

1

1

(債務者の危険負担等）

第五百三十六条当事者双方の責めに

帰することができない事由によって

債務を履行することができなくなっ

たときは、償権者は、反対給付の履
一

行を拒むことができる。

2債権者の責めに帰すべき事由によ

って債務を履行することができなく

なったときは、債権者は、反対給付

の履行を拒むことができな い 。 この

場合において1-債務者は、 自己の債

務を免れたことによって利益を得た

ときは、 これを債権者に償還しなけ

れぱならない。

一
男
一
一
一
一

(債務者の危険負担等）

第五百三十六条前二条に規定する場

2

合差除き、当事者双方

ることができな

b

い事

の責めに帰す

由によ って
9

債務

を履行することができなくなったと

きは、鰹宣は、反対給付を受ける

権利を有しない 。

債権者の責めに帰すべき事由によ

って債務を履行する ことができなく
I

なったときは、債務者は、反対給付

を受ける権利を失わないこの場合

において、 自己の債務を免れたこと

によって利益を得たときは、これを
､

債権者に償還しなければならない

_(履行不能による解除権）

。

迩亘四±三全履行の全部又は一劃

一
一
一

●

よるものであるときは． この限りで

ない｡



平成29年4月5日 （水）
吉田宣弘議員（公明）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

9問受領遅滞の法的性質に関する学説上の争いは，改正
法案によっても決着がついていないとの理解でよいの
か，法務当局に問う。

（答）

改正法案においては，受領遅滞の一般的な効果を明文化する
こととしているが， これらは受領遅滞の法的性質について法定
責任説と債務不履行責任説のいずれの立場に立つとしても導く
ことのできる効果といえるものであり， これらの規定を設ける
ことによって，受領遅滞の法的性質に関する学説上の争いに決
着をつけることにはならないものと理解している （注1） （注
2） 。

〆一一、

（ ’

(注1） 受領遅滞の法的性質については次のような解釈論上の争いがある。

通説は，債権者には債務を受領する義務があるわけではなく，受領遅滞についての

、 現行法第413条は債権者と履行の提供をした債務者との公平という観点から債権者

が負うべき不利益を定めたものであるとしており，実務もこれに従っている。

他方で，学説上は，債権者には一般に信義則に基づいて債務を受領する義務がある

などとして，受領遅滞についての現行法第413条は債権者が債務不履行の責任を負

う旨を定めたものであるとの見解も有力に主張されている。

(注2） （注1）記載の見解のほかに，基本的には通説的な見解によりつつ，慣習や信義

則を根拠に受領義務が生ずることを広く認めようとする見解や，受領遅滞の要件をそ

の効果ごとに検討し，受領遅滞の効果によって，債権者の帰責事由が要件となるもの

と，要件とならないものがあると解する見解などもある。

1， ・
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平成29年4月5日 （水）
吉田宣弘議員（公明）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

10問改正法案によつでも受領遅滞の法的性質に関する
学説上の争いに決着がついていないとすれば，受領遅
滞に基づく契約の解除の可否及び損害賠償請求の可否
については，改正法案においても，解釈に委ねられて
いるとの理解でよいのか，法務当局に問う。

(答）

ご指摘のとおり，委員御指摘の点については解釈に委ねら
れたものと理解している。 〔なお，現行法の下では，受領遅
滞の法的性質等に関する学説上の争いはあるが，判例や通説
的な見解は,、法定責任説を採用しており，個別の事案ごとに
慣習や信義則に基づいて債権者に受領義務が生ずる場合があ
ることは否定しないものの，一般には受領義務がないとして

いるため,基本的に，受領遅滞を原因として契約の解除をす
ることはできず，受領遅滞によって債権者が債務不履行に基

づく損害賠償責任を負うことはないと解している（注1）
（注2） 。 〕

rI

〕

(注1） 判例（最判昭和40年12月3日）は， 「債務者の債務不履行と債権者の受領遅

滞とは，その性質が異なるのであるから，一般に後者に前者と全く同一の効果を認め

ることは民法の予想していないところというべきである。民法四一四条。四一五条。

五四一条等は，いずれも債務者の債務不履行のみを想定した規定であること明文上明

らかであり」 と判示している。

なお，判例には，売主が採掘した硫黄鉱石の全量を買主に売り渡す旨の継続的な売

買契約が締結されていたという事案において，債権者には信義則に照らして提供を受

けた目的物を引き取るべき義務があるとして，その受領拒絶が債務不履行に当たる旨

を判示したものもあるが（最判昭和46年12月16日） ， この判例も，飽くまで個

別の事案における具体的な事情に応じて信義則上の受領義務があるとの判断をしたも

のにとどまり，債権者が受領遅滞により当然に損害賠償責任を負うとしたものである

IU
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とは解されていない。

(注2）法制審議会においても，受領遅滞の一般的な効果として，債権者が損害賠償責任

を負うものとすることや債務者が契約を解除することができるものとすることには消

極的な意見が大勢であった。
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平成29年4月5日 （水）
吉田宣弘議員（公明）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

11問受領遅滞の法的性質について，法制審議会で議論
はされたのか，法務当局に問う。

（答）

1 法制審議会における検討′

法制審議会民法（債権関係）部会においては，受領遅滞の
効果等をどのように明確にするのかが検討されたが，その中

では，受領遅滞の法的性質に言及する発言も見られた。 もっ

とも，受領遅滞の法的性質それ自体を法文上も明確にすべき

であるとの意見が大勢を占めるには至らなかった。
ri

2検討の結果

そのため，改正法案においては，最終的には，受領遅滞の

効果として異論のない点を明文化することとし，受領遅滞の

法的性質については現行法と同様に解釈に委ねることとして
いる。

し

1



賞
一
一

（答）

1 現行法下の解釈・実務

ご指摘のよ‘うに受領遅滞の法的性質については学説上争い
がある。 もっとも，判例や通説的な見解は，個別の事案ごと
に慣習や信義則に基づいて債権者に受領義務が生ずる場合が
あることは否定しないものの，一般には受領義務がないとし，
基本的に,受領遅滞によって債権者が債務不履行に基づく損
害賠償責任を負うことはないなどと解しており，実務もその
見解に従って安定的に運用されていると承知している。

1－

（ ’

2 明文化しない理由

そのため，受領遅滞の法的性質を巡る紛争が実務において
生ずる蓋然性は低く，受領遅滞の法的性質に関し，規定を置
かなくても，実務に混乱は生じないと考えられる。
このような事情を背景に，受領遅滞の法的性質に関して決
着をつけるべきであるとの意見が大勢を占めることとはなら
なかったのではないかと考えている。℃

〆

1

’乙間支頑遅滞の法的性質に関する学説上の争いに決着
をつけなかった，又は決着をつけられなかった理由
を， ‘法務当局に問う．


